
大和市告示第１１４号 

大和市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

平成２５年５月２９日 

                     大和市長 大 木  哲   

 

大和市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

大和市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱（平成２１年大和市告示第２１１号）の一部を次

のように改正する。 

第７条中「手続き」を「手続」に改める。 

別表第１を次のように改める。 

  



別表第１（第３条関係） 

区

分 

園児が属する世帯の階層

区分 

園児１人当たりの補助限度額（年額） 

第１子 

第２子 

第３子以降 

小学校第１学年

から第３学年ま

でに在籍する兄

又は姉がいる場

合 

左記以外の場

合 

① 

生活保護法（昭和２５年

法律第１４４号）の規定

による保護を受けている

世帯 

２２９，２００円 ２４９，０００円 ２６８，０００円 ３０８，０００円 

② 

当該年度分の市民税が非

課税又は市民税の所得割

の額が非課税の世帯 

１９９，２００円 ２２６，０００円 ２５３，０００円 ３０８，０００円 

③ 

当該年度の市民税の所得割の

額が３４，５００円にＡ及び

Ｂの合計を加えた額以下の世

帯 

Ａ １６歳未満の扶養親族

（所得税法（昭和４０年法

律第３３号）に規定する扶

養親族をいう。以下同

じ。）の数× 

２１，３００円 

Ｂ １６歳以上１９歳未満の

扶養親族の数× 

１１，１００円 

１１５，２００円 １６３，０００円 ２１１，０００円 ３０８，０００円 

④ 

当該年度の市民税の所得割の

額が１７１，６００円にＣ及

びＤの合計を加えた額以下の

世帯 

Ｃ １６歳未満の扶養親族の

数×１９，８００円 

Ｄ １６歳以上１９歳未満の

扶養親族の数×７，２００

円 

６２，２００円 １１４，０００円 １８５，０００円 ３０８，０００円 

⑤ 

当該年度の市民税の所得割の

額が２４２，０００円にＣ及

びＤの合計を加えた額以下の

世帯 

Ｃ １６歳未満の扶養親族の

数×１９，８００円 

Ｄ １６歳以上１９歳未満の

扶養親族の数×７，２００

円 

２２，０００円 ２２，０００円 

同時就園３人

目以降は 

３０８，０００円

  

 



⑥ 
扶養親族がいない世帯及

び上記以外の世帯 

１２，０００円 １２，０００円 

同時就園３人

目以降は 

３０８，０００円 

備考 

１ この表において「所得割の額」とは地方税法第２９２条第１項第２号に規定する所得

割（この所得を計算する場合には、同法第３１４条の７、第３１４条の８、附則第５条

第３項、附則第５条の４第６項及び附則第５条の４の２第５項の規定は適用しないもの 

とする。）の額をいう。この場合において、地方税法第３２３条に規定する市町村民税

の減免があったときは、その額を所得割の額から控除して得た額を所得割の額とする。 

２ 区分の認定は、園児と生計を同じくする父母及びそれ以外の扶養義務者（その者が家

計の主宰者である場合に限る。）に対する課税額の合計額によって行う。 

３ 年度の途中に入園した場合において、保育料を在園期間に応じて支払うときの補助限

度額の算定方法は次のとおりとする。ただし、区分⑤及び⑥の補助限度額についてはこ

の限りでない。 

補助限度額＝（各区分に規定する金額）×（保育料の支払い月数＋３）÷１５ 

４ 園児が属する世帯の階層区分は、該当する階層区分のうち最も所得割の額が低い階層

区分に属するものとし、①から⑤のいずれの区分にも属さない世帯は区分⑥とする。 

 

  



附 則 

 この要綱は、公表の日から施行する。 


